様式第1号(第3条関係)

指定企業者申請書
平成　　年　　月　　日　　　　
　　　(あて先)　登米市長
所在地
名称及び代表者名　　　　　　　　　　印　　　　
　登米市企業立地促進条例第4条第2項の規定により指定企業者の指定を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記
　1　会社等の概要(本社等)

　　(1)　事業所の名称
　　(2)　事業所の所在地
　　(3)　電話番号
　　(4)　設立年月日　　　　　　年　　月　　日
　　(5)　資本金
　　(6)　従業員数　　　　　　(男　　人・女　　人・合計　　人)

　　(7)　事業内容
　　(8)　主な生産品目
　2　新事業所の概要
　　(1)　立地の区分　　　　　(新設)　(移設)　(増設)

　　(2)　事業所の名称
　　(3)　事業所の建設地
　　(4)　生産品目
　　(5)　従業員　　　　　　　(男　　人・女　　人・合計　　人)

　　(6)　新規雇用者数　　　　(男　　人・女　　人・合計　　人)

　　　　　 うち市内雇用者数　　(男　　人・女　　人・合計　　人)

　3　事業所建設の概要
　　(1)　敷地面積　　　　　　　　　　　　　　　m2

　　(2)　建築面積　　　　　　　　　　　　　　　m2(建築延面積　　　　m2)

　　(3)　土地取得年月日　　　　　　年　　月　　日
　　(4)　工事着工年月日　　　　　　年　　月　　日
　　(5)　完成年月日　　　　　　年　　月　　日
　　(6)　操業等開始年月日　　　　　　年　　月　　日
　　(7)　投下固定資産額
　　　ア　家屋　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　イ　償却資産　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　円
　　(8)　使用水量
　　　ア　上水道　　　　　　　　　m3／月
　　　イ　地下水　　　　　　　　　m3／月
　　　ウ　その他　　　　　　　　　m3／月
　　(9)　緑地内容
　　　ア　緑地面積　　　　　　　　　m2

　　　イ　構成比率　　　　　　　　　％
　　　ウ　緑地内容
　　(10)　環境に配慮した取り組み事項
　
　関係書類
　　(1)　事業計画書
　　(2)　事業所の位置図
　　(3)　生産施設及び環境施設等の配置図
　　(4)　法人登記簿謄本又は住民票抄本
　　(5)　定款又はこれに準じるもの
　　(6)　直近の財務諸表
　　(7)　常時雇用従業員名簿または奨励金交付申請時までの採用計画書
　　(8)　投下固定資産の取得価格が明らかとなる書類
　　(9)　環境関連法令及宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に係る届出書等の写し
　　(10)　建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証(写し)及び第7条第5項の規定による検査済証(写し)

　　(11)　その他市長が必要と認める書類
様式第2号(第3条関係)

指定企業者決定通知書
登米市(　　)指令第　　　　号
平成　　年　　月　　日　
　
　　　所在地
　　　名称及び代表者名　　　　　　　　　　様
　
登米市長　　　　　　　　　　印　　
　
　　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった指定企業者の申請について、登米市企業立地促進条例第4条第3項の規定により下記のとおり指定企業者に決定したので通知します。
　
　
記
　1　指定番号　　　　　　第　　　　　号
　2　指定企業者名
　3　立地の別　　　　　　(新設)　(移設)　(増設)

　4　事業所の所在地
　5　事業所の名称
　6　業種
　7　指定の条件
様式第3号(第3条関係)
指定企業者不承認決定通知書
第　　　　号
平成　　年　　月　　日
　　　所在地
　　　名称及び代表者名　　　　　　　　　　様
登米市長　　　　　　　　　　印　
　　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった指定企業者の申請について、下記の理由により不承認と決定したので登米市企業立地促進条例第4条第3項の規定により通知します。
記
　1　事業所の所在地
　2　事業所の名称
　3　不承認の理由
様式第4号(第4条関係)
指定企業者申請内容変更届出書
平成　　年　　月　　日
　　(あて先)　登米市長
事業所の所在地
　　　　　　　　　　　  事業所の名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　印　
　次のとおり申請した内容を変更したいので、登米市企業立地促進条例第5条の規定により関係書類を添えて届け出ます。
　1　指定年月日　　　　　　年　　月　　日
　2　指定番号　　　　　　第　　　　　号
　3　変更理由
　4　変更年月日　　　　　　年　　月　　日
　5　変更事項
　6　参考資料
様式第5号(第5条関係)
指定企業者取消通知書
第　　　　　号
平成　　年　　月　　日
事業所の所在地
事業所の名称
代表者氏名　　　　　　　　　　様
登米市長　　　　　　　　　　印　
　次の理由により指定企業者の指定を取り消しますので、登米市企業立地促進条例第6条及び登米市企業立地促進条例施行規則第5条の規定により通知します。
記
　指定取消しの事由
様式第6号(第6条関係)
企業立地促進奨励金交付申請書
平成　　年　　月　　日
　　　(あて先)　登米市長
　　　　　　　　　　　　　　　事業所の所在地
事業所の名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　印　　　　
　登米市企業立地促進条例第12条第1項の規定により企業立地促進奨励金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記
　1　事業所の所在地
　2　事業所の名称
　3　代表者名
　4　交付申請額　　　　　　　　　　金　　　　　　　　円
　5　操業開始年月日　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　関係書類
　(1)　固定資産税評価額証明書
　(2)　納税証明書
　(3)　登記簿謄本
　(4)　従業員名簿(雇用保険被保険者証などの雇用してあることが証明できる書類を含む。)
　(5)　資産証明書
　(6)　その他市長が必要と認めるもの
様式第6号の2(第6条関係)
企業立地投資奨励金交付申請書
年　　月　　日　
　(あて先)　　　　登米市長
　　　　　　　　　　　　　　　　 事業所の所在地
事業所の名称
代表者氏名　　　　　　　　　　印　
　登米市企業立地促進条例第12条第1項の規定により企業立地投資奨励金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記
　1　事業所の所在地
　2　事業所の名称
　3　代表者名
　4　交付申請額　　　　　　　　　　金　　　　　　　　円
　5　操業開始年月日　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　関係書類
　(1)　事業実績書
　(2)　投下固定資産額を証する書類
　(3)　従業員名簿(雇用保険被保険者証などの雇用してあることが証明できる書類を含む。)
　(4)　その他市長が必要と認めるもの
様式第6号の3(第6条関係)
雇用促進奨励金交付申請書
平成　　年　　月　　日
　　　(あて先)　登米市長
事業所の所在地
事業所の名称
代表者氏名　　　　　　　　　　印　　　　
　登米市企業立地促進条例第12条第1項の規定により雇用促進奨励金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記
　1　事業所の所在地
　2　事業所の名称
　3　代表者名
　4　交付申請額　　　金　　　　　　　　　　　円(交付対象人数×10万円)
※　限度額500万円　　　　　　　　
	常時雇用従業員数

	条例第9条第1項第1号(指定企業者)
	条例第9条第1項第2号

	①
交付対象人数
	②
前々年度平均常時雇用人数
	③
　交付を受けようとする前年度の3月末現在
	④
　増加人数
(③－②)
	⑤
④の内新規雇用者
	交付対象人数
(⑤－3人)

	人
	人
	人
	人
	人
	人


　　※①は交付を受けようとする前年度3月末で引き続き1年以上雇用している市内在住新規常時雇用従業員数で、既に交付を受けた雇用促進奨励金に係る者の数を控除する。
　　　⑤は交付を受けようとする前年度3月末で引き続き1年以上雇用している市内在住新規常時雇用従業員数。
　5　操業開始年月日　　　　　　年　　月　　日
　　関係書類
　　(1)　従業員の住民票抄本又は外国人登録済証明書
　　(2)　従業員の雇用保険被保険者証の写し又は当該従業員を1年以上雇用していたことを証する書類
　　(3)　その他市長が必要と認めるもの
様式第6号の4(第6条関係)
上水道料金助成金交付申請書
平成　　年　　月　　日
　
(あて先)　登米市長
事業所の所在地　　　　　　　　　　　　　
事業所の名称　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　印　　
　
　登米市企業立地促進条例第12条第1項の規定により上水道料金助成金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
　1　指定年月日　　　　　　年　　月　　日
　2　指定番号　　　　　　第　　　　　号
　3　事業所の所在地
　4　事業所の名称
　5　代表者氏名
　6　助成金申請額　　　　　　　　　　　　　円
　7　操業開始年月日　　　　　　　年　　月　　日
　
　添付書類
　　(1)　上水道料金を納入したことを明らかにする書類(写し)
　　(2)　その他市長が必要と認めるもの
様式第6号の5(第6条関係)
環境整備奨励金交付申請書
平成　　年　　月　　日
　
　　　(あて先)　登米市長
事業所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　 事業所の名称
代表者氏名　　　　　　　　　　印　　　
　
　登米市企業立地促進条例第12条第1項の規定により環境整備奨励金(緑化推進奨励金・環境奨励金)の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記
　1　事業所の所在地
　2　事業所の名称
　3　代表者名
　4　交付申請額　　　　　　　金　　　　　　　　円
　5　操業開始年月日　　　　　　　　年　　月　　日
　関係書類
　(1)　緑化事業実績報告書
　(2)　緑化事業実施箇所を明らかにする図面
　(3)　緑化事業請負契約書(写し)
　(4)　緑化事業費の支払を明らかにする書類
　(5)　公共下水道受益者負担金を納入したことを明らかにする書類(写し)
　(6)　その他市長が必要と認めるもの
様式第7号(第8条関係)
奨励金交付決定通知書
登米市(　　)指令第　　　号
平成　　年　　月　　日
　
　　　所在地
　　　名称及び代表者名　　　　　　　　　　様
　
登米市長　　　　　　　　　　印　　　
　
　　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった　　　　　奨励金交付について、下記のとおり決定したので登米市企業立地促進条例第12条第2項の規定により通知します。
　
記
　1　指定番号　　　　　　　　　第　　　　　号
　2　指定年月日　　　　　　　　年　　月　　日
　3　事業所の所在地
　4　事業所の名称
　5　交付額　　　　　　　金　　　　　　　　円
様式第8号(第8条関係)
奨励金不交付決定通知書
　
第　　　　　　　号
平成　　年　　月　　日
事業所の所在地
事業所の名称
代表者氏名　　　　　　　　　様
　
登米市長　　　　　　　　　　印　　
　
　　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった　　　　　奨励金交付について、次の理由により不交付と決定したので、登米市企業立地促進条例第12条第2項の規定により通知します。
記
不交付の理由
様式第9号(第9条関係)
奨励金交付申請変更届出書
年　　月　　日
　
　　　(あて先)　登米市長
　
事業所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　 事業所の名称
代表者氏名　　　　　　　　　　印　　　
　
　登米市企業立地促進条例第13条の規定により下記のとおり申請内容を変更したいので、関係書類を添えて申請します。
記
　1　指定番号　　　　　　　　　第　　　　　号
　2　指定年月日　　　　　　　　年　　月　　日
　3　変更理由
　4　変更年月日　　　　　　　　年　　月　　日
　5　変更事項
　関係書類
様式第10号(第10条関係)
相続等による特例に係る継承届出書
年　　月　　日
　
　　　(あて先)　登米市長
　
事業所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　 事業所の名称
代表者氏名　　　　　　　　　　印　
　
　次のとおり継承したので、登米市企業立地促進条例第14条の規定により関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。
記
　1　指定番号　　　　　　　　　　第　　　　　号
　2　指定年月日　　　　　　　　　年　　月　　日
　3　事業所の所在地
　4　事業所の名称
　5　被継承者の所在地
　6　被継承者の名称
　7　継承年月日　　　　　　　　　年　　月　　日
　8　継承の理由
　関係書類
　　継承に関する事実を明らかにする書類(法人登記簿謄本等)
様式第11号(第11条関係)
奨励金交付取消通知書
第　　　　　　　号　　
平成　　年　　月　　日　　
　
事業所の所在地
事業所の名称
代表者氏名　　　　　　　　様
　
登米市長　　　　　　　　　　印　　
　次の理由により　　　　　　　奨励金の交付を取り消しますので、登米市企業立地促進条例第15条の規定により通知します。
記
取消の理由
様式第12号(第12条関係)
奨励金返還通知書
第　　　　　　　号　　
平成　　年　　月　　日　　
　
事業所の所在地
事業所の名称
代表者氏名　　　　　　　　　　様
　
登米市長　　　　　　　　　　印　　　
　登米市企業立地促進条例第15条の規定により　　　　　　奨励金の返還を求めますので通知します。
記
1　返還金額　　　　　　　　　　　　　　　円
2　納付期日　　　　　　　　　年　　月　　日
3　返還理由
様式第13号(第14条関係)
(表)
	立入調査身分証明書

	　
	写真
	第　　　　号　　　
所属　　　　　　　　　　
職名　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　

	　上記の者は、登米市企業立地促進条例第16条の規定により立入調査をすることができる職員であることを証明する。
年　　月　　日発行　　　　
登米市長　　　　　　　　　　印　　　　



　
(裏)
	　
登米市企業立地促進条例抜粋
　(報告及び調査)

第16条　市長は、助成金の交付対象の適正を期するため、この条例の施行に必要な限度において、企業者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその事業所等に立ち入らせ、関係帳簿等を調査させることができる。
2　前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。


